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連結子会社におけるスクラップの不明事案について 
 

当社の連結子会社であるアピックヤマダ タイランド カンパニー リミテッド（代表者：西田 恵 所在

地：タイ国アユタヤ県）において、平成 23 年 12 月 26 日に報告いたしましたとおり、リードフレームを打ち

抜いた際に発生するスクラップの実際の排出量が、計算上の排出量に不足していたことが判明した事案につい

て、その調査結果を報告いたします。当社の連結子会社においてこのような事態が生じたことは極めて遺憾で

あり、深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 
１．当該事案の概要 

  長期間にわたりスクラップの実際の排出量が、計算上の排出量に不足していることが、昨年７月の親会

社である当社の内部監査により判明いたしました。 

  内部調査を行なった結果、不足となっている額は平成 21 年 1 月から平成 23 年 7 月までの期間で約 65

百万タイバーツと推定されます。なお、直ちに対策を講じたことにより同年 8月以降不突合は生じており

ません。 

 

２．当社グループの対応について 

  本事案発覚後、当社より調査チームを派遣して調査に当たりましたが、原因究明には至りませんでした。  

 このため、原因究明を図るためにタイの国情を勘案し外部機関へ調査を依頼しましたが、その矢先の 10  

 月 9 日にタイ国における大規模な洪水災害により長期間にわたり冠水し、工場設備、機械が甚大な被害を 

 受けたことにより、中断を余儀なくされました。その後、12 月 26 日にアピックヤマダ タイランド カ 

 ンパニー リミテッドを閉鎖しております。 

  工場内への立入りが可能となった 12 月より調査を再開しましたが、水害により工場内、従業員、関係 

 先の調査は困難を極め、調査を委託した外部機関からは原因の究明ができなかった旨の報告を本年 3月に 

 受けました。また、同時に警察にも被害届を提出し、現地の弁護士に相談をして対応を進めておりますが、 

 現地アユタヤ県の広範囲にわたる洪水被災、事業閉鎖、現地従業員の全員解雇の状況下では、全容解明が 

 難しい状況にあります。 

  なお、こうした状況を長期間にわたり発見できなかった管理責任に鑑み、関係者の厳正な処分を実施し 

 ます。 
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３．再発防止策について 

  当社グループは行動規範を定め、これを全役職員に周知徹底し定着を図ることで、コンプライアンスを 

 軸とした経営を推進してまいりましたが、このような事態が発生したことを厳粛に受け止めております。 

 今後は内部統制システムの定着をより一層推し進め、その実効性を高めることで、再発防止に努めてまい 

 ります。 

 

  具体的には、以下の施策を実施します。 

 （１）海外子会社のリスクの再認識と管理の強化 

    海外子会社独自のリスクがあることを念頭にリスクを見直し、リスク管理の強化を図ります。 

 （２）海外子会社監査の強化 

    当社監査室による海外子会社に対する監査を見直し、監査を強化します。 

 （３）コンプライアンス意識の徹底 

    当社グループのコンプライアンスに対する社員教育の徹底を図ります。 

 

４．過年度の連結財務諸表および平成 24 年 3 月期の業績への影響 

  実際の排出量に基づき会計処理を行っているため、本事案による連結業績への影響はございません。 

 

 修正を行なう場合、その他本事案に関して、開示すべき新たな事実が判明した場合等には速やかに公表いた

します。 

 

 

以上 


